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特
集
：
始
め
る
前
に
知
っ
て
お
き
た
い
！
労
働
法

＊
大
学
に
入
学
し
て
、

こ
れ
か
ら
ア
ル
バ
イ
ト

を
始
め
る
皆
さ
ん
！

「
労
働
法
」
っ
て
知
っ

て
い
ま
す
か
？

「
労
働
法
」
は
、
雇
い

主
か
ら
労
働
者
を
守
る

た
め
に
、
ま
た
、
働
く

者
の
権
利
と
し
て
認
め

ら
れ
て
い
る
も
の
で
、

ア
ル
バ
イ
ト
で
困
っ
た

時
、
「
ち
ょ
っ
と
お
か

し
い
！
」
と
感
じ
る
こ

と
に
出
会
っ
て
し
ま
っ

た
時
な
ど
に
強
い
味
方

に
な
る
も
の
で
す
。

す
で
に
、
ア
ル
バ
イ
ト

を
始
め
て
い
る
方
も
、

ぜ
ひ
チ
ェ
ッ
ク
し
て
見

て
下
さ
い
！

ク
イ
ズ

こ
こ
に
、
ア
ル
バ
イ

ト
の
求
人
と
面
接
の

時
に
渡
さ
れ
た
、

「
ア
ル
バ
イ
ト
順
守

事
項
」
が
あ
り
ま
す
。

ど
こ
に
問
題
が
あ
る

で
し
ょ
う
か
？



よくあるバイトの落とし穴

最低賃金を下回っている

大阪の最低賃金は時給９３６円（2018年10月
～）です。

最低賃金法において、労働者に支払わなけれ
ばならない賃金の最低額が決まっています。働
くすべての人に適用される制度なので、研修中
やアルバイトなどであっても、この最低賃金を
下回った額で労働者を働かせることはできませ
ん。

最低賃金以下で働いていた場合でも、その差
額を請求することができます。（辞めた後でも
請求できます。ただし、2年をすぎてしまうと
時効で請求できなくなります）。

近
畿
圏
の
最
低
賃
金 

都道府県名 最低賃金時間額 発効年月日 

三 重 ８４６円
えん

 平成３０年 10月１日 

滋 賀 ８３９円 平成３０年 10月１日 

京 都 8８２円 平成３０年１０月１日 

大 阪 ９３６円 平成３０年１０月１日 

兵 庫 8７１円 平成３０年 10月１日 

奈 良 ８１１円 平成３０年 10月４日 

和歌山 ８０３円 平成３０年 10月１日 

 

前ページの問題、あなたはわかりましたか？実は、問題点は5つあります。理由も合
わせて、今日から使える労働法をお届けします！



給与は原則として１分刻み
でしないといけない

給与計算の基礎となる労働時間は基
本的に 1 分単位でカウントしなければ
なりません。15 分未満や 30 分未満は切
り捨て、という計算方法は違法です。3 
時間 30分働いたのに 3 時間分の給料し
かもらえないということにはならず、
残り 10 分ぶんも請求できます。

通常起こりうるミスは、弁
償する必要はない

弁償や罰金の金額を「誓約書」などで
あらかじめ交わしていたとしても支払う
必要はありません。
また、給料から天引きすることも原則

として違法です。
使用者（店長）は労働者を働かせるこ

とによって利益を生みだすことができま
すから、労働者のミスで損害がでたとし
ても、その全額を労働者に弁償させるこ
とは不公平だといえます。仕事をしてい
ればミスはつきものであり、通常の仕事
のなかで皿を割ったり、レジの計算が合
わなかったりしても、労働者に賠償責任
(せきにん)はありません。 ※労働基準
法第16条・第24条に定めがあります。

休憩時間が休憩になってい
ない

労働時間が 6 時間を超えるときは 45 分
以上、8 時間を超えるときは1時間以上の
休憩が与えられなければなりません(労働
基準法 34 条 1 項)。また、休憩時間は労
働者が自由に利用できるようにしなけれ
ばならず(同 2 項)、電話や顧客が来たら
対応するように命じられているような場
合は休憩ではなく労働時間として扱われ
ます。

アルバイトでも、残業代を
支払わないのは違法

働いた分の給料は、正社員であれアルバ
イトであれ、必ず支払われなければなりま
せん。「この仕事が終わるまで」と指示さ
れた場合は、その仕事が終わるまでにか
かった時間すべてに給料が支払われます。

「自分が何時間残業したか」の証拠とし
て、タイムカードや、自筆によるメモを残
しておくようにしましょう！



労
働
相
談
フ
ァ
イ
ル

Ａさん《塾講師のアルバイト》
①
相
談
内
容

塾
で
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
て
い
る
大
阪
の
大

学
４
回
生
か
ら
２
０
１
７
年
１
月
に
相
談
を

受
け
た
。

そ
の
塾
教
室
は
、
非
常
勤
講
師
23
名
と
社

員
1
名
の
体
制
で
運
営
さ
れ
、
教
室
の
授
業

外
の
業
務
の
多
く
を
学
生
ア
ル
バ
イ
ト
が

行
っ
て
お
り
、A

さ
ん
は
、
教
室
リ
ー
ダ
ー
に

選
任
さ
れ
、
週
３
～
５
日
入
っ
て
お
り
、
２

年
間
勤
務
を
続
け
て
い
た
。

相
談
内
容
は
、
1
日
8
時
間
を
越
え
る
時

間
外
労
働
が
計
３
２
日
あ
っ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
賃
金
の
25
％
の
割
り
増
し
が
な
さ
れ

て
い
な
い
こ
と(*

1)

、
及
び
、
年
次
有
給
休

暇
の
申
請
を
提
出
し
て
も
、
有
給
を
取
ら
せ

て
く
れ
な
い(*

2)

、
と
の
事
で
相
談
を
受
け

た
。
し
か
し
、
勤
務
実
態
に
つ
い
て
、A

さ
ん

よ
り
お
話
を
し
て
い
く
う
ち
に
、
学
生
ア
ル

バ
イ
ト
に
か
な
り
の
負
担
を
強
い
る
労
働
実

態
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

下
記
1
～
４
の
よ
う
に
、
授
業
以
外
で
も

多
く
の
事
務
作
業
を
行
っ
て
い
た
が
、
本
部

か
ら
「
授
業
以
外
の
事
務
時
間
の
申
請
は
、

講
師
全
員
で
10
0
時
間
以
内
に
お
さ
え
て
欲

し
い
」
と
の
指
示
が
あ
っ
た
た
め
、
他
の
講

師
の
事
務
時
間
の
申
請
を
優
先
し
た
。
そ
の

た
め
、
リ
ー
ダ
ー
・
副
リ
ー
ダ
ー
は
実
際
よ

り
も
か
な
り
過
少
に
し
か
、
授
業
外
労
働
時

間
を
申
告
し
て
い
な
か
っ
た(

サ
ー
ビ
ス
残
業)

。

こ
れ
だ
け
の
責
任
と
業
務
が
あ
り
な
が
ら

も
、
教
室
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
特
別
の
手
当
が

生
じ
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

A

さ
ん
か
ら
は
、
次
に
教
室
リ
ー
ダ
ー
に
な

る
後
輩
の
為
に
も
、
退
職
前
に
、
塾
の
労
働

環
境
を
何
と
か
変
え
た
い
！
と
の
強
い
思
い

を
持
っ
て
相
談
に
来
ら
れ
た
。

今まで「かんユニ」に寄せられた相談から、「解決や改善」に至る
ことができた事例をピックアップして、①相談内容②労働環境の問
題点③労働法上の問題点④解決の経緯について、ご紹介いたします。
今回は、学生アルバイトがよく働く「塾講師」「飲食業」について
紹介します！



②
労
働
環
境
の
問
題
点

1
）
授
業
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
作
成
業
務

夏
期
講
習
時
に
は
生
徒
58
人
分
の
授
業
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

を
作
成
し
な
い
と
い
け
な
い
時
も
あ
っ
た
。

1
ヶ
月
1
時
間
し
か
授
業
外
で
事
務
時
間
を
申
請
し

な
い
よ
う
に
言
わ
れ
、
そ
の
中
で
や
っ
て
欲
し
い
と
言

わ
れ
て
も
、
と
て
も
足
り
な
い
。
1
枚
に
つ
き
15
分
、

絶
対
に
必
要
な
教
材
コ
ピ
ー
な
ど
も
含
め
る
と
2
～

30
分
は
掛
か
っ
て
し
ま
う
。

２
）
予
習
の
時
間

本
社
か
ら
指
示
は
し
な
い
と
い
っ
て
い
る
が
、
予
習
を

し
な
い
と
適
切
な
授
業
が
で
き
な
い
。
高
校
3
年
生
１

人
に
つ
き
１
ヶ
月
少
な
く
と
も
2
時
間
は
必
要
に
な
る
。

3
）
頻
繁
に
出
席
を
求
め
ら
れ
る
会
議
の
た
め
、
授
業

と
の
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
な
い
。(

会
議
の
資
料
作
成
に
、

2~

3
時
間
か
か
る)

4
）
他
の
講
師
の
報
告
書
の
チ
ェ
ッ
ク
作
業
、
修
正
作

業
、
ス
キ
ャ
ン
、
本
社
送
付
、
と
じ
込
み
作
業

教
室
リ
ー
ダ
ー
と
い
う
立
場
上
、
他
の
ア
ル
バ
イ
ト

講
師
が
作
成
し
た
授
業
の
報
告
書
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
業

務
が
あ
る
。
毎
月
、
通
常
時
25
0
枚
、
夏
期
・
冬
季

講
習
時
に
は
50
0
枚
ほ
ど
あ
り
、
リ
ー
ダ
ー
と
副

リ
ー
ダ
ー
で
チ
ェ
ッ
ク
し
、
5
時
間
～
6
時
間
か

か
っ
て
し
ま
う

以
上
、
1
～
４
の
よ
う
に
、
教
室
1
つ
に
社
員
が

1
名
し
か
お
ら
ず
、
教
室
リ
ー
ダ
ー
・
副
リ
ー
ダ
ー
が
、

社
員
が
休
み
の
と
き
は
、
教
室
を
回
し
て
い
る
。
・
教

室
リ
ー
ダ
ー
と
い
う
立
場
か
ら
、
他
の
学
生
ア
ル
バ
イ

ト
講
師
の
査
定
（
昇
給
に
関
わ
る
）
や
「
こ
の
時
期
に

辞
め
な
い
で
欲
し
い
」
な
ど
の
引
き
留
め
も
行
わ
ざ
る

を
え
な
か
っ
た
（
教
室
の
評
価
に
関
わ
る
た
め
）
。

③
労
働
法
上
の
問
題
点

１
＊
）
1
日
8
時
間
を
越
え
る
時
間
外
労
働
を
行
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

賃
金
の
25
％
の
割
り
増
し
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と(

労
働
基
準
法
第
37

条
違
反)

。

２
＊
）
有
給
休
暇
の
申
請
を
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
申
請
を
受
け
付
け

な
い
こ
と
（
労
働
基
準
法
第
39
条
違
反
）
。

業
種
、
業
態
に
か
か
わ
ら
ず
、
ま
た
、
正
社
員
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者

な
ど
の
区
分
な
く
、
一
定
の
要
件
を
満
た
し
た
全
て
の
労
働
者
に
対
し
て

は
、
年
次
有
給
休
暇
を
与
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

④
解
決
の
経
緯

会
社
と
何
度
か
書
面
等

で
や
り
と
り
を
し
た
結
果
、

①
25
％
の
割
増
賃
金
②
有

給
休
暇
の
取
得
と
と
も
に

③
ア
ル
バ
イ
ト
講
師
の
労

働
時
間
の
実
態
把
握
に
努

め
る
こ
と
④
教
室
リ
ー

ダ
ー
・
副
リ
ー
ダ
ー
に
特

別
手
当
を
支
給
す
る
と
と

も
に
、
リ
ー
ダ
ー
業
務
の

範
囲
を
書
面
で
明
確
化
す

る
こ
と
、
以
上
４
点
に
つ

い
て
約
束
さ
せ
た
。



Oさん《喫茶店でのアルバイト》

①
相
談
内
容

喫
茶
店
で
、
調
理
・
ホ
ー
ル
で
働
い
て
い
て
、
毎
月
給
与
か
ら

割
っ
た
皿
の
代
金
が
天
引
き
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
納
得
が
い
か
な
い

1*

、
と
の
事
で
相
談
。
ま
た
、
い
ま
の
バ
イ
ト
先
の
仕
事
自
体
は

気
に
い
っ
て
い
る
の
で
、
バ
イ
ト
は
こ
の
ま
ま
続
け
て
い
き
た
い
と

の
こ
と
。

②
労
働
環
境
の
問
題
点

給
与
は
毎
月
手
渡
し
で
渡
さ
れ
て
お
り
、
毎
回
、
破
損
し
た
食
器

の
代
金
が
マ
イ
ナ
ス
さ
れ
て
い
る
旨
の
記
載
が
手
書
き
で
封
筒
に
記

載
さ
れ
て
い
た
。

ア
ル
バ
イ
ト
・
一
般
職
員
の
区
別
な
く
、
破
損
食
器
の
給
与
天
引

き
は
行
わ
れ
て
い
た
。

お
話
を
伺
う
内
に
「
食
器
の
破
損
は
弁
償
」
と
の
服
務
規
程(

店

内
ル
ー
ル)

が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

③
労
働
法
上
の
問
題
点

1*)

労
働
基
準
法
第
16
条
「
使
用
者
は
、
労

働
契
約
の
不
履
行
に
つ
い
て
違
約
金
を
定
め
、

又
は
損
害
賠
償
額
を
予
定
す
る
契
約
を
し
て

は
な
ら
な
い
」

④
解
決
へ
の
経
緯

未
払
い
と
し
て
、
天
引
き
さ
れ
た
額
の
請

求
と
、
天
引
き
制
度
自
体
の
撤
廃
を
求
め
て

要
求
。

そ
の
天
引
き
制
度
の
撤
廃
を
求
め
て
会
社
に

要
求
し
た
。

1
回
目
の
会
社
の
返
答
は
、
給
与
か
ら
の

天
引
き
は
「
労
働
者
の
同
意
を
得
て
行
っ
て

い
る
、
と
の
主
張
。

O

さ
ん
と
話
し
て
「
そ
ん
な
説
明
を
受
け
た

こ
と
は
な
い
」
「
納
得
い
か
な
い
」
と
の
こ

と
で
、
改
め
て
、
「
食
器
の
破
損
の
弁
償
」

自
体
の
廃
止
を
求
め
て
再
度
、
要
求
。

後
日
、
店
の
回
覧
で
「
食
器
の
破
損
弁

償
」
の
廃
止
が
通
達
さ
れ
る
と
と
と
も
に
、O

さ
ん
の
未
払
い
賃
金
の
返
金
も
行
わ
れ
た
。

は
じ
めO

さ
ん
は
、
あ
ん
ま
り
店
の
状
況
に

問
題
を
感
じ
て
い
な
か
っ
た
が
、
店
の
不
誠

実
な
回
答
な
ど
を
に
つ
い
て
話
し
合
う
中
で
、

制
度
自
体
の
問
題
点
を
思
い
、
弁
償
制
度
の

廃
止
を
一
緒
に
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
た
。



バイトを始めてみたけれど…

コラム１昨年新しくバイトを始めたメンバーが、
アルバイトを始める前にもっていたイ
メージと、実際に働き始めてから感じた
ことの違いやおかしさから考えたこと、
伝えたいことを書きました！

私は、大学周辺のカラオケ店でアルバイト

をしている。この職場は忙しかったり、業務内
容が複雑だったりということがあまりなく、大
学に入ってから初めて選んだバイト先としたは
アタリだったと思っている。そんなバイト先だ
が、「ちょっとこれは…」と感じることもいく
つかある。

そして、バイトを休む時も代わりを見つけ
なければいけないが、急に予定が入ったり、体
調を崩したりしたときは代わりを探すのはなか
なか難しい。確かに、３人で店を回すのに１人
でも欠けたら大変だ。でもこの問題は労働者だ
けで解決しなければならない問題なのだろうか。

「労働問題」を解決するためには？

一つは、タイムカードが30分刻みだということ。
二つ目は、代わりを見つけないとバイトを休めな
いということだ。バイトが終わりそうなころにお
客さんがドッと来ると、どうしても勤務終了時間
きっかりにあがるということは難しく、勤務時間
を延長せざるを得ない。それなのに１分でも遅刻
をすれば、最初の３０分の給料は発生しない。遅
刻はあったことにされ、残業はなかったことにさ
れるのはとても不満だ。

今までアルバイトをしてきて感じているのは、企業
の力があまりに強く、労働者の権利があまりにも弱
いということだ。労働法に違反しても、何のお咎め
もなくそのまま経営できる企業がある。それがみす
みすうやむやにできてしまう現状。そんな状況に労
働者は翻弄され続けている。日本に蔓延る労働問題
は、小手先の策などでは到底解決できない。もっと
本気で政府が変えようとしなければ、いつまでたっ
ても問題はなくならないのだろうと思う。

(関西大学商学部 新２回生 ＲＷ）



「社会人」
になるのに必要なことって？

最初のバイト

先はうどん屋で、
店長はかなり短気
だった。袋に入っ
た玉ねぎの皮をむ
いて別の袋に入れ
る作業をしている
とき、「玉ねぎを
出して袋をなおし
てからむいた方が
場所を取らへんし
効率ええやろ！」
と怒鳴られたり、
テーブルにコップ
を6個補充しなけれ
ばならないところ
を４個しか補充し
なかったときに客
の前で怒鳴られた
りした（教えられ
たかどうかは忘れ
た）。随分しょう
もないことで怒ら
れてたな・・・と
今ならその“おかし
さ”に気づけるが、
働いている最中は
そういうものなん
だと我慢していた。

バイトを通して店
側とバイトとの力関
係を痛感した。雇う
側は立場が強く、
“おかしい”と思って
も口答えすることは
そんなに簡単なこと
ではない。バイトで
得られるものといえ
ばその力関係を我慢
できるようになるこ
とくらいだと思う
（ある意味、社会人
になるために必要な
のかもしれないが）。
もちろん、いい上司
ばかりのバイト先も
あるだろう。バイト
を全否定しようとい
うわけではない。た
だ、上下関係の理不
尽さを感じるのであ
れば、我慢する必要
はなく、できるなら
自分の学生生活を優
先することを勧めた
い。(関西大学社会学
部 新2回生 ＯM)

大学に入ってバイト
を始めるまでは「自
律のために必要なも
の」「社会人に向け
て成長できる場」な
んていうイメージを
持っていた。バイト
をやめて次のバイト
先を探していた時に
友人数名から「お前
いい加減にバイトせ
えよ」などと言われ
たことがある。どう
やら“バイトしてな
い大学生＝怠けてい
る”といったような
イメージを持ってい
る人は結構いるよう
だ。バイトを始める
前の筆者もその例外
ではなかった。

次のバイト先は精肉
店（現在勤務中）。
うどん屋とは打って
変わって社員もパー
トの人もみんな優し
く仕事を教えてくれ
る。ほとんど不満は
なかったのだが、繁
忙期に熱を出してし
まい、休みたいとい
う電話をかけたとこ
ろ「え、今日？午後
から出てこられへん
の？」と休むことを
承諾してくれなかっ
た（あまりにきつ
かったのと病気の体
で食品を扱うべきで
はないと思ったので、
文面でその旨を送っ
て無理やり休んだ）。

や
め
る
と

い
っ
て
も

や
め
さ
せ
て

も
ら
え
ま
せ

ん
で
し
た

知
ら
ん
間
に
シ
フ

ト
が
か
え
ら
れ
て

る



就職活動を終えて…
就職活動は百人に百通りの方法が

あり、これからの方は様々な情報に戸
惑うかと思います。私もよくわからな
いという不安を抱えながら就活をしま
した。終えた今、これは就活をする上
で大切だったなと思うことがあります。

それは、この会社に就職してどんな
生活になるのか、具体的になるまで聞
くことです。「福利厚生」「給与」
「残業の有無」など、今は大手就活サ
イトにもれなく載っています。ここで
多くの人はその情報に安心して、それ
以上考えるのをやめてしまいます。し
かしサイトに載っているのは、あくま
で企業の自己申告による標準にすぎま
せん。総合職といっても部署や勤務年
数によって様々な仕事形態があり、必
ずしも掲載の条件が保証される訳では
ありません。

「この企業に入ったら、私はこんな
仕事を何年し、こういう時間の使い方
になり、手元に残るお金はこのくら
い」という明確なビジョンの湧かない
まま面接を進めては危険です。内定を
もらい一安心して就活を終えたあと、
知らされたのは当初と異なる仕事形態
だったり、どんな仕事をするかよくわ
からないまま入社したり、ということ
もよくあります。

そこで、OB訪問、面接などでしっか
り聞くことが大切です。

面接の対策をあつくしている人は事
前にリサーチした上で、志望度の高さ
や労働条件の合意をアピールするため
にあえて聞くことがあります。ですが、
必ずしも現在の労働形態に賛同する前
提で質問する必要はありません。「私
はこんな仕事もしくは生活がしたいが、
それは御社では実現可能か」という疑
いをもって聞いて大丈夫です。

最初の面接で給与や待遇の話はしづら
いという人もいますが、遠慮はいらない
と思います。面接で「残業はあるか」
「休みはとりやすいか」「給与関連の
話」などをちゃんと聞いた上で内定をも
らっている人もたくさんいます。

以上のことを通して言いたいのは、
「自分が目指す生き方に真摯であれ」と
いうことです。就活はどうしても企業側
が優位に立ち、学生は選ばれるために自
分の理想を我慢してしまいます。しかし、
真剣に就活に取り組んだ自分は生涯の自
信となりますし、企業に入ることがゴー
ルではないと焦る気持ちを鎮められるは
ずです。過労に殺されないためにも、就
活を通して「自分はこのように生きてい
きたい」という意志を固めてみて下さい。
(関西大学 法学部 ＹＦ)
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①労働相談
かんユニでは、アルバイトに関する無料相談をホームページにて受け付

けています。
私たちは、①寄せられた相談者のお話をじっくりと聞くことを通じて②

なぜその問題が生じているのか、労働法などを活用しながら検討し③問題
に対する「解決」を一緒に考えて行っています。結成時(2015年)から現在ま
で、約80件の相談が寄せられ、未払い賃金の返金や団体交渉を経ての和解
など、「解決」に至ったケースも数多くあります。

②啓発活動(高校生・大学生にむけて労働法学習など)
かんユニでは、高校や大学などへ「労働法」「奨学金制度」の出前講座を

行っています。
今までで約２０の高校、大学で講演を行ってきました。講演を行った高校生
からの感想で、「なぜ労働者を使い捨てるような働き方が当たり前になって
いるのか」という質問が出されたこともありました。バイト・奨学金を始め
る、借りる前に知っておきたい法的知識、現状を伝えると共に、ブラックバ
イト・奨学金は、社会全体の問題であるということもしっかりと伝えていき
たいと思います。

③学習会
かんユニでは、「働くこと」について、学生どうしが考える機会をつくっ

ています。
自分のバイト(働き方)を一歩引いて見れるようになるために。また、現在

の労働問題について、何が起こっているのか、法的、制度的、社会的な知識
を学び、歴史的な経緯を踏まえることで問題点をより深く捉え、活動につな
げていきます。

④調査活動(アルバイトアンケート)
かんユニでは、大学でアルバイトのアンケート調査を実施しております。

学生がおかれている状況を客観的に分析し、把握し、議論していきます。
以前、集計したアンケートの報告はホームページに載せています。



メンバー募集！
☆入会金：無料 ☆組合費：月200円
☆対象：学生以外の方もOK
☆活動内容 アルバイト・奨学金の相談対応、大学・高校・中
学等での出張講座 学習会・シンポジウム等の開催 アンケー
ト調査など

連絡先
uniuni.kanuni@gmail.com
メンバーになる方について
も相談者の方についても、
秘密は厳守しますのでご安心ください！

労働相談
☆辞めさせてもらえない
☆タダ働きの時間がある
☆ノルマや残品買取りがある
.....etc.の悩みは
http://kanuni.jimdo.com/
の相談フォームからお気軽にどうぞ♪

「

http://kanuni.jimdo.com/

